
川棚川河川総合開発事業（施設名：石木ダム）

の検証に係る検討

結 果 報 告 書

（付属資料２）

平成 24年 4月

長 崎 県





「石木ダム建設事業の検証について（案）」に対するパブリックコメントの募集結果について

１．意見募集期間 平成２３年２月１８日（金）～平成２３年３月２２日（火）

２．募集方法 郵送、ファックス、電子メール

３．閲覧等方法 ホームページ掲載、

県民情報センター、長崎県河川課、長崎振興局総務課、県央振興局総務課、

県北振興局総務企画課、島原振興局総務課、五島振興局総務課、

五島振興局上五島支所総務課、壱岐振興局総務課、対馬振興局総務課、

石木ダム建設事務所、佐世保市役所、川棚町役場、波佐見町役場

にて閲覧

４．意見件数と意見提出者数　　　　　１１６件（７４名）

対応区分 対　応　内　容 件数

Ａ ・計画（案）に修正を加え、反映させたもの 4件

・計画（案）に既に盛り込まれているもの

・計画（案）の考え方や姿勢に合致し、今後、作成、遂行の中で
反映させていくもの

Ｃ ・今後、検討していくもの 0件

Ｄ ・反映が困難なもの 5件

Ｅ ・その他 5件

合　　計 116件

Ｂ 102件

「石木ダム建設事業の検証について（案）」のパブリックコメントについてご協力いただき
厚くお礼申し上げます。
　募集結果をまとめましたので、公表いたします。
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

1 Ａ

資料Ｐ．７５「他の案より計画高水位が
高いため、破堤した場合、被害が大きく
なる。」は「超過洪水時は計画高水位を
超える。さらに、他の案より計画高水位
が高いため、破堤した場合、被害が大き
くなる。」のほうがよい。

ご意見のとおり修正いたします。

2 Ｂ
第１回検討の場で佐世保市が回答した、
代替案の比較の基準となる、必要な開発
量日量４万トンは妥当なのか。

利水計画については、平成１９年度に佐
世保市水道施設整備事業再評価を実施
し、不安定水源の解消及び水需要の増加
から一日４万トンの水源確保が必要とさ
れており、その内容については妥当と判
断しています。なお、算出については、
「水道施設設計指針」に基づき施行され
ており、妥当と判断しています。

3 Ｂ
佐世保市の平成１９年度再評価委員会の
データを必要開発量の根拠としている
が、その予測値は実績と乖離している。

実績値の乖離の原因は、平成１９年に行
われた給水制限及びリーマンショックに
よる影響と考えており、一過性のもので
あり、近年の実績は異常値と判断してい
ます。

4 Ｂ
水利権の転用について、現在の水利権者
への意向調査等、真剣な検討がなされて
いない。

県北地域の中で遊休的な水利権として新
たな水利権が設定できるような河川はご
ざいません。

5 Ａ
事業に賛成して、生まれ育ったふるさと
を離れる方は、今までと同じ生活が送れ
るのか。

水源地域対策特別措置法の適用により優
先的な整備を図るなど、移転後の生活再
建については、誠心誠意対応させていた
だきたいと考えています。ご意見を資料
に反映させていただきます。

6 Ｂ
佐世保市は、漏水対策を行えば水を安定
して供給できる。

昭和４９年からこれまでに約１９０億円
を投じ約３８０ｋｍの老朽管布設替えを
実施し、有効率を８７．２％まで向上さ
せています。今後も有効率を９２％まで
向上させるように計画しており、この漏
水対策計画を見込んだうえでも、日量４
万トン必要であるというダム計画となっ
ています。

7 Ｂ
石木の美しい自然を壊したら、元に戻す
ことは難しい。

石木ダム建設事業は、地域住民の生命や
財産及び社会資本の保全を図るためにも
必要な事業であり、事業によって発生す
る効果は多大で、その公益性は極めて大
きなものがあります。このことを踏ま
え、条例アセスに基づき環境影響評価の
実施を行い、調査及び予測により影響を
受けると考えられる場合の環境保全措置
を検討した結果、事業の実施による環境
への影響は、実行可能な範囲内でできる
限り回避又は低減され、必要に応じその
他の方法により環境の保全についての配
慮が可能であると評価しています。
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

8 Ｂ
佐世保市が渇水の時も市民が意識すれば
なんとかなる。

現在、他都市と比較しても佐世保市民の
節水意識は高く、常日頃より節水に心が
けられていますがそれでも給水制限を実
施しています。渇水時に更なる節水を強
いることになれば、市民生活及び経済活
動に多大な影響を及ぼすこととなるもの
と考えています。

9 Ｂ
佐世保市は、既存のダムを改修すれば水
は足りる。

佐世保市の既存のダム周辺には地すべり
地区があったり、ダムの嵩上げを行った
としても少ない開発水量しか得られない
ため、佐世保市が必要とする日量４万ト
ンには足りません。

10 Ｂ
治水は、保水性がある山を作れば、林業
も成り立つのでは。

川棚川の治水計画は、川棚川流域の森林
の存在を前提とした計画となっていま
す。また、日本学術会議においても、森
林の多面的な機能を評価する一方で、森
林の洪水緩和機能等の限界が指摘されて
おり、森林はダム建設による洪水調節機
能の代替えにはなり得ません。

11 Ｂ
佐世保市は、給水量が十分でないことは
明らか。１日も早い石木ダム完成を望
む。

佐世保市は、２年に１回節水ＰＲを行う
など、幾度となく渇水の危機に瀕してい
ることから、早急な対策が望まれていま
す。石木ダムは、川棚川の治水、佐世保
市の利水のために必要不可欠な事業であ
り、事業の必要性のご理解が得られるよ
う、誠心誠意対応していきます。

12 Ｂ
佐世保市の下の原ダムをもっとかさ上げ
すれば水を確保できる。

下の原ダムの嵩上げは、既に実施してい
ますが流域面積が１．７ｋ㎡と小さく、
開発できる水量は限界にあるため、佐世
保市の水不足を解消する対策になりませ
ん。

13 Ｅ

佐世保市は、水不足だからと節水を呼び
かけておきながら、水道使用量が減った
からと使用料金を上げるなど、矛盾した
政策を行っている。

佐世保市が水道料金を値上げしたのは、
水道全般の経常収支の悪化によるもので
す。なお、節水を呼びかけたのは渇水の
期間のみです。

14 Ｂ
検証は事業者である県ではなく、第三者
機関によって行われるべき。

検証に関しては、国土交通省から示され
た「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」に定められてお
り、補助ダムについての検討主体は県と
なっています。
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

15 Ｂ
洪水を安全に流下させるために堤防によ
り河積の拡大を図り、高潮の被害も防止
すべき。

整備方針、整備計画についてのご意見で
すが、今回のダム検証に関しては、国土
交通省から示された「ダム事業の検証に
係る検討に関する再評価実施要領細目」
において、「治水対策案は、河川整備計
画において想定している目標と同程度の
目標を達成することを基本として立案す
る」とされており、これに基づいて検討
を行っています。

16 Ａ

石木ダム事業は、地権者の約８割の方が
事業に協力されており、その方たちの気
持ちを大切にして早急に事業を進めるべ
きである。

ご意見を資料に反映させていただきま
す。

17 Ｂ

石木ダム案が一番よいというのは今まで
十分検討された結果のはずで、今さら検
証を行っても結果は同じで時間が過ぎて
いくだけ。

検証に際しては、国土交通省から示され
た「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」に従い、予断を持
たずに検証を行っています。

18 Ｂ
森は「第２のダム」と言われ、山の状況
が裸の山ではなく、森林に覆われた状態
であれば大洪水にはならない。

川棚川の治水計画は、川棚川流域の森林
の存在を前提とした計画となっていま
す。また、日本学術会議においても、森
林の多面的な機能を評価する一方で、森
林の洪水緩和機能等の限界が指摘されて
おり、森林はダム建設による洪水調節機
能の代替えにはなり得ません。

19 Ｄ
佐世保の水不足解消のために、小佐々湾
を淡水化すればよい。

小佐々湾を締め切ることは、現在の漁場
の滅失や、国立公園内の改変を伴うた
め、現実性に乏しいと考えています。ま
た、締め切った後の淡水湖内の水質の悪
化が予想されます。

20 Ｅ

県北地域の安定そして発展のためには石
木ダムが是非とも必要であることを反対
されている地元地権者の方及び国へ今一
度強くアピールしていくことが重要。

石木ダムの必要性を理解していただくた
め、毎年、国への要望を実施しておりま
す。残る地権者の方々とは、今後とも継
続して話し合いを行い、ダムの必要性を
ご理解いただけるよう、誠心誠意取り組
んでまいります。

21 Ｄ
ダムを作る必要は全くないし、造るべき
ではない。ダムを造るお金は東北関東大
地震の被災地の復興支援に回すべき。

石木ダムは、川棚川の治水、佐世保市の
利水のために必要不可欠な事業であると
考えています。

22 Ｄ
佐賀県鹿島市の中木庭ダムを有効活用し
たらどうか。

鹿島市は中木庭ダムからの取水を中止し
たものではなく、延期をされたものであ
り、今後段階的に施設整備を実施され、
佐賀県内で利用されるものと聞いていま
す。
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

23 Ｂ

移植等の効果を確認できるまでには５年
以上期間が必要というのなら、平成２０
年にアセスを行ったからあと２年は検証
が必要である。

環境への影響については、平成２０年２
月に環境影響評価を行っています。これ
に基づき移植等を行い、モニタリング調
査を実施しています。今後、専門家の指
導・助言を得ながら、事業の進捗を図る
こととしています。

24 Ｅ
石木ダム建設計画の実現には強制収用し
かない。これは、ふるさとに住み続けた
い地権者の人権を蹂躙するものである。

石木ダムは、川棚川の治水、佐世保市の
利水のために必要不可欠な事業であると
考えております。残る地権者の方々と
は、今後とも継続して話し合いを行い、
ダムの必要性をご理解いただけるよう、
誠心誠意取り組んでまいります。

25 Ｂ

現在、想像を絶する災害が発生してお
り、今の計画（1/100規模）か、それ以
上の計画規模を想定しておく必要があ
る。

川棚川水系河川整備計画では、川棚川全
体の整備のあり方を定めており、その計
画目標は石木川合流点下流で1/100の安
全度を確保することとしています。

26 Ｄ

長崎県は借入金が１兆円を超える一方、
県独自の収入は借入金の１／３程度で、
財政は破産状態であり、１円たりとも出
費すべきでない。

石木ダムは、川棚川の治水、佐世保市の
利水のために必要不可欠な事業であると
考えています。

27 Ｂ
佐世保市の人口は長期的には減少し続け
ることが明白であり、水道の需要は減少
傾向となる。

佐世保市の人口は減少傾向にあり、水需
要予測でもそのように予測しておりま
す。人口の減少や節水機器の普及に伴う
水需要の減少と、世帯分化や下水道の普
及に伴う水需要の増加をそれぞれ要因別
に分析し、生活用水の水需要は増加する
ものと推計しております。

28 Ｂ
川棚川を堰き止めれば、栄養分が大幅に
減少し、魚介類の減少は更に深刻にな
る。

平成２０年２月に実施した環境影響評価
において、水質等の予測・評価を行った
結果、影響は小さいと判断しています。

29 Ｂ

少なくとも今の「検証作業」は決して正
当のものではないと思います。当然、再
検証があってしかるべきです。その際
は、当然ながら土地の強制収用を前提と
した事業認定申請は取り下げた上で、
「真の予断なき検証」が行われることを
求めます。

ダム検証は、事業認定とは別の手続きで
あり、国土交通省から示された「ダム事
業の検証に係る検討に関する再評価実施
要領細目」に基づき、予断なく実施して
います。

30 Ｂ
川棚川河口部は、昔、浸水したことがあ
り、川に流れてくる量を少なくするダム
が必要。

ダム検証では、治水対策案の１つとし
て、ダム案についても検討しています。
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

31 Ｂ 早くダムを作って欲しい

石木ダムは、川棚川の治水、佐世保市の
利水のために必要不可欠な事業であると
考えています。しかしながら、事業に反
対されている方もおり、残る地権者の
方々とは、今後とも継続して話し合いを
行い、ダムの必要性をご理解いただける
よう、誠心誠意取り組んでまいります。

32 Ｅ

久保知事は「一人でも反対者がいればダ
ムはつくらない」と約束した。中村知事
も反対する人がなくなるまでダムに関す
る工事をすべきでない。

石木ダムは、川棚川の治水、佐世保市の
利水のために必要不可欠な事業であり、
事業の必要性のご理解が得られるよう、
誠心誠意対応していきます。

33 Ｂ
石木ダム建設より下の原ダムのかさ上げ
案が費用対効果がある。

下の原ダムの嵩上げは、既に実施してい
ますが流域面積が１．７ｋ㎡と小さく、
開発できる水量は限界にあるため、佐世
保市の水不足を解消する対策になりませ
ん。

34 Ｂ
川棚川、石木川は草木が生えて川の流れ
を狭めている。

樹木等がない状態でも流下能力が不足し
ており、樹木等の伐採は抜本的対策には
なりません。

35 Ｂ
ダムができると、大村湾の塩分濃度が高
くなり、ナマコの身が硬くなる。

平成２０年２月に実施した環境影響評価
で、ダム建設に伴う塩分濃度の変化を予
測していますが、塩化物イオン濃度はほ
とんど変化ありません。

36 Ｂ

東日本大震災で、福島県の藤沼ダムが決
壊し、下流で死者や行方不明者が複数出
ており、石木ダムでも二の舞になるので
は。

石木ダムは、耐震性能が保障されたダム
設計基準（昭和３２年制定）に基づいて
設計を行っています。藤沼ダムは、昭和
24年に完成した農業用のダムで、基準
が策定される前に設計、施工されたダム
です。

37 Ｂ
ダム中止に伴って発生する費用の、付替
道路完成にかかる費用は不要である。

移転を余儀なくされた方々から、買収地
以外の残地の土地利用や代替墓地の管理
及び地域振興策（周辺整備のあり方）か
ら、付替道路の一部完成は必要と考えて
います。

38 Ｂ
ダム中止に伴って発生する費用の、既買
収地の維持管理費用は、売却又は借地に
すれば収入になる。

売却等については現時点では想定できま
せん。

39 Ａ

ダムで壊してしまった自然は二度と元に
戻らないという意見もあるが、ダムによ
り新たな湖面ができ、そこに新たに生物
が住み着き新しい環境ができる。

ご意見を資料に反映させていただきま
す。
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

40 Ｂ
長崎県内の洪水は、短時間のうちに増水
し、減水するという特性を持つため、ダ
ムによる洪水調節が極めて有効である。

川棚川は、平成２年の洪水において、中
田橋地点で、２時間の間に２．６ｍの水
位上昇があるなど、短時間の水位上昇が
起こりやすい河川です。石木ダムは、川
棚川の治水、佐世保市の利水のために必
要不可欠な事業であると考えています。

41 Ｂ
川棚町の将来の街づくりとしても石木ダ
ム建設の占める位置は極めて高く、街づ
くりの核として、ダムの着工を望む。

石木ダムの建設に伴って、水源地域対策
特別措置法の適用により優先的な地域振
興を図ることが可能です。石木ダムは、
川棚川の治水、佐世保市の利水のために
必要不可欠な事業であると考えていま
す。

42 Ｂ

我が家には雨水タンクを設置していま
す。佐世保ではあまり見られません。こ
れほど渇水を怖がっているにしては、自
助努力が足りないと思う。

雨水タンクについては、有効ではありま
すが、使用用途が限定的（庭木の散水、
トイレ等）であり、抜本的な解決になり
ません。

43 Ｂ
ダム以外の治水案、利水案を早急に考え
ていくべき。

今回の検証において、複数の治水、利水
の代替案について検討を行っており、国
土交通省から示された「ダム事業の検証
に係る検討に関する再評価実施要領細
目」に基づいて検証に係る検討を行った
結果、総合的に判断すると、代替案と比
較し現行計画案（石木ダム案）が優位と
評価しています。

44 Ｂ

１／１００の雨はいつ降るか分からない
し、長崎では降るような気がしてならな
い。安心して暮らせるためにも早くダム
を作ってもらいたい。

石木ダムは、川棚川の治水、佐世保市の
利水のために必要不可欠な事業であると
考えています。しかしながら、事業に反
対されている方もおり、残る地権者の
方々とは、今後とも継続して話し合いを
行い、ダムの必要性をご理解いただける
よう、誠心誠意取り組んでまいります。

45 Ｂ

いろんな代替案があるが、治水・利水の
機能を兼ね備えた石木ダム案は、コスト
面、工期面、及び社会への影響から最も
妥当なものである。

治水対策案の１つとして、ダム案につい
ても検討を行っています。

46 Ｂ
検証を速やかに進め、早急にダム着工へ
向け事業を進めてほしい。

石木ダムは、川棚川の治水、佐世保市の
利水のために必要不可欠な事業であると
考えています。しかしながら、事業に反
対されている方もおり、残る地権者の
方々とは、今後とも継続して話し合いを
行い、ダムの必要性をご理解いただける
よう、誠心誠意取り組んでまいります。
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

47 Ｂ

検証にあたっては、利水、治水の両面か
らの詳細な分析データに基づき比較検討
されており、コスト面や実現性など総合
的な観点から考えて現行計画ダム案以外
ないと思います。

国土交通省から示された「ダム事業の検
証に係る検討に関する再評価実施要領細
目」に基づいて検証に係る検討を行った
結果、総合的に判断すると、代替案と比
較し現行計画案（石木ダム案）が優位と
評価しています。

48 Ｂ

現在、ダム建設反対の方々或いは、支援
者の方々の声ばかりが新聞等で報じられ
ておりますが、断腸の思いで移転をされ
た方々の心情も町民として理解しなけれ
ばならず、一刻も早い解決の道筋をつけ
ることが待たれています。今回のダム検
証を早く完了させ、ダム建設に向けて前
進されることを強く要望します。

地権者の約８割の方々は事業に協力して
いただいており、石木ダムは、川棚川の
治水、佐世保市の利水のために必要不可
欠な事業であると考えています。しかし
ながら、事業に反対されている方もお
り、残る地権者の方々とは、今後とも継
続して話し合いを行い、ダムの必要性を
ご理解いただけるよう、誠心誠意取り組
んでまいります。

49 Ｂ

民主主義の基本は多数決に基づいている
と思う。８０％以上の人がダム建設に協
力しているという現実をもっとみんなが
知ってほしい。これこそ民主主義と思い
ます。

地権者の約８割の方々は事業に協力して
いただいており、石木ダムは、川棚川の
治水、佐世保市の利水のために必要不可
欠な事業であると考えています。しかし
ながら、事業に反対されている方もお
り、残る地権者の方々とは、今後とも継
続して話し合いを行い、ダムの必要性を
ご理解いただけるよう、誠心誠意取り組
んでまいります。

50 Ｂ

再検証の検討結果においても、やはり石
木ダムが一番経済的であるということで
す。残りの反対地権者との交渉を早く妥
結するよう県知事へ強く要望します。

国土交通省から示された「ダム事業の検
証に係る検討に関する再評価実施要領細
目」に基づいて検証に係る検討を行った
結果、総合的に判断すると、代替案と比
較し現行計画案（石木ダム案）が優位と
評価しています。事業に反対されている
地権者の方々とは、今後とも継続して話
し合いを行い、ダムの必要性をご理解い
ただけるよう、誠心誠意取り組んでまい
ります。

51 Ｂ

石木ダムの必要性については疑う余地の
ないことだと思います。川棚町民の洪水
に対する安全確保、佐世保市民の安定し
た生活用水として必要なのは言うまでも
ありません。

石木ダムは、川棚川の治水、佐世保市の
利水のために必要不可欠な事業であると
考えています。
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

52 Ｂ

経済成長が望めない今日、希望的で過大
な水予想による水使用予測は信憑性がな
い。こんな「絵に描いた餅」で「佐世保
市の発展のために水に沈んでくれ」と言
わんばかりの傲慢な態度に激怒してい
る。私のふるさとは佐世保市の植民地で
はない。

利水計画については、平成１９年度に佐
世保市水道施設整備事業再評価を実施
し、不安定水源の解消及び水需要の増加
から一日４万トンの水源確保が必要とさ
れており、その内容については妥当と判
断しています。なお、算出については、
「水道施設設計指針」に基づき施行され
ており、妥当と判断しています。

53 Ｂ

検証検討の場に提出された資料等は、積
算基礎数値や係数等が示されてないの
で、算定根拠は専門家でも理解できない
内容であり、ましてやダム事業について
無知な自治体首長が検証のメンバーであ
ること自体いい加減である。また、県主
導の資料提供のみで検証になっていな
い。

ダム検証に係る検討の中で、「検証対象
ダム事業等の点検」を行うよう定められ
ており、検討主体である県は、計画の前
提となっているデータ等について詳細に
点検を行っています。構成員について
は、国土交通省から示された「ダム事業
の検証に係る検討に関する再評価実施要
領細目」に、「関係地方公共団体からな
る検討の場」を設置するよう定められて
おり、これに基づき、関係地方公共団体
である佐世保市、川棚町、波佐見町に構
成員として検討の場への出席をお願いし
ています。

54 Ｂ

石木ダム建設では、長崎県が建設の理由
とした佐世保市の水は足りているし、治
水についても役に立たないことは多くの
専門家が指摘しているとおりです。

利水計画については、平成１９年度に佐
世保市水道施設整備事業評価を実施し、
不安定水源の解消及び水需要の増加から
一日４万トンの水源確保が必要とされて
います。また、治水計画については、治
水基準点の山道橋地点で基本高水流量の
毎秒1,400トンを、毎秒1,130トンに低
減することができます。

55 Ｂ

平成６年の大渇水のときの苦労は２度と
経験したくありません。佐世保市民とし
て石木ダムは是非必要であり、川棚町民
にとっても防災上必要だと思います。石
木ダムの早期着工を強く望みます。石木
ダム検証の結果は妥当であると思いま
す。

佐世保市は、２年に１回節水ＰＲを行う
など、幾度となく渇水の危機に瀕してい
ることから、早急な対策が望まれていま
す。石木ダムは、川棚川の治水、佐世保
市の利水のために必要不可欠な事業であ
り、事業の必要性のご理解が得られるよ
う、誠心誠意対応していきます。

56 Ｂ

佐世保市水道局、及び長崎県は、日量
40,000トンの水量が必要としている
が、果たして必要なのか、甚だ疑問であ
る。多くにこしたことは、ないけれど、
税金の無駄遣いは、好ましくないと、思
う。

利水計画については、平成１９年度に佐
世保市水道施設整備事業再評価を実施
し、不安定水源の解消及び水需要の増加
から一日４万トンの水源確保が必要とさ
れており、その内容については妥当と判
断しています。なお、算出については、
「水道施設設計指針」に基づき施行され
ており、妥当と判断しています。
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

57 Ｂ

平成１８年佐世保市南部水系下の原ダム
のかさ上げ５．９ｍに要した事業費は、
約４９億円と記してあります。例えば、
南部水系下の原ダムを約２０ｍかさ上げ
すれば、３．３×４９億円で、１６１億
円になります。環境整備費、維持管理費
等を加えても、約２００億円程度になり
ます。治水・利水の有効貯水能力は、
2,182,000トン＋2,847,000トンで合計
5,029,900トンになります。総工費２０
０億円と、安くて、多くの貯水が可能で
す。

下の原ダムの嵩上げは既に実施してお
り、仮に、ダムをさらに嵩上げして貯水
容量を増加させたとしても、ダムに流れ
込む流域が小さいため、新たに水を確保
することは困難です。

58 Ｂ

ダム事業の検証に係る検討に関する再評
価実施要領細目（以下「実施要領」とい
う。）の第３の１の（２）は、「意見聴
取等の進め方」を定めています。そこに
は、検討主体は、①②を行った上で、
…③を行う進め方で検討を行う、とあり
ます。ここで、「①②を行った上で」の
「上で」とはいかなる意味か考えてみた
い。広辞苑（第五版）によると、「上」
の意味として「…したのち」とありま
す。だから、「①②を行った上で」は
「①②を行ったのちに」という意味にな
ります。①関係地方公共団体からなる検
討の場（以下「検討の場」という。）を
設置し、…検討を進める。②検討過程に
おいて「検討の場」を公開するなど情報
公開を行うとともに、主要な段階でパブ
リックコメントを行う、とされていま
す。この①②を行ったのちに、③の学識
経験を有する者、関係住民、等々の意見
を聴くものとする、このように実施要領
は進め方・手続き順序を明確に定めてい
ます。然るに、実際には、パブリックコ
メント（期限は３月２２日）が終了して
いない３月１１日、関係住民の意見を聞
くため「関係住民説明会」が川棚町で開
催されました。これは明らかに実施要領
が定める進め方（手続き順序）に違背し
ています。

検証に対しては、国土交通省から示され
た「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」に従い、予断を持
たずに検証を行いました。

59 Ｂ

（関係住民説明会は佐世保市でも開催さ
れるべき）佐世保市は、長崎県とともに
石木ダム建設事業の共同事業者として
「検討の場」の構成員です。石木ダム建
設事業の帰趨に重大な利害関係を有して
います。その佐世保市住民の意見を聴取
すべきは当然すぎるほど当然です。

関係住民説明会は、ダムの建設地である
川棚町で開催したものであり、佐世保市
からも多数の参加をいただいています。
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
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60 Ｂ

「検討の場」を公開し、情報公開を行う
との趣旨からすると、パブリックコメン
トの募集にあたっては、「案」だけでな
く、既に開催された「検討の場」の「議
事録」も閲覧場所で広く県民の閲覧に供
する必要があります。

検討の場の議事録につきましては、長崎
県ホームページで公開しています。

61 Ｂ

石木川合流点下流の住宅密集地の現状か
らして、検証結果のとおり現行計画（ダ
ム案）が最も妥当であると思う。特にコ
スト面では非常に有利である。したがっ
て川棚川の治水計画は（ダム案）で進め
るべきだと思います。

国土交通省から示された「ダム事業の検
証に係る検討に関する再評価実施要領細
目」に基づいて検証に係る検討を行った
結果、総合的に判断すると、代替案と比
較し現行計画案（石木ダム案）が優位と
評価しています。

62 Ｂ
ダム中止で生ずる費用は４項目の他に、
もっと出てくるのではないか。

国土交通省から示された「ダム事業の検
証に係る検討に関する再評価実施要領細
目」に基づいて予断なく検討した結果、
現在の４項目を計上しています。

63 Ｂ

石木ダム検証の結果は妥当であると思い
ます。平成６年の大渇水のときの佐世保
市民の苦労は相当なものでした。あの時
の事態を２度と起こさないよう、佐世保
市民として石木ダムは是非必要であり、
早期着工を強く望みます。

佐世保市は、２年に１回節水ＰＲを行う
など、幾度となく渇水の危機に瀕してい
ることから、早急な対策が望まれていま
す。石木ダムは、川棚川の治水、佐世保
市の利水のために必要不可欠な事業であ
り、事業の必要性のご理解が得られるよ
う、誠心誠意対応していきます。

64 Ｂ

佐世保市の水源は、石木ダムにお願いす
るしかないと思っております。そのこと
が今度の検証で明らかになされました。
佐世保市民１人当たりの水瓶は、長崎市
の半分ぐらいしかないと聞いております
し、実際に佐世保市は毎年のように節水
の呼びかけがなされており、そのたびに
平成６年の渇水が思い出され不安になり
ます。今、東日本大震災で非難されてい
る方々が水・食料・電気などで困ってお
られます。佐世保も水の備えは必要で
す。石木ダムの地権者の方々の暖かいご
理解をお願い申し上げます。

佐世保市は、２年に１回節水ＰＲを行う
など、幾度となく渇水の危機に瀕してい
ることから、早急な対策が望まれていま
す。石木ダムは、川棚川の治水、佐世保
市の利水のために必要不可欠な事業であ
り、事業の必要性のご理解が得られるよ
う、誠心誠意対応していきます。

65 Ｂ

石木ダムの建設計画は４０年になりま
す。早期着工に向けて、計画に反対して
いる地権者へのご理解を得られるよう交
渉をおねがいします。石木ダムは、佐世
保市民にとっても、川棚町民にとっても
必要です。

石木ダムは、川棚川の治水、佐世保市の
利水のために必要不可欠な事業であると
考えています。しかしながら、事業に反
対されている方もおり、残る地権者の
方々とは、今後とも継続して話し合いを
行い、ダムの必要性をご理解いただける
よう、誠心誠意取り組んでまいります。
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66 Ｂ
ダムを作る前に佐世保の漏水工事をきち
んとすべきではないでしょうか。

昭和４９年からこれまでに約１90億円
を投じ約３８０ｋｍの老朽管布設替えを
実施し、有効率を８７．２％まで向上さ
せています。今後も有効率を９２％まで
向上させるように計画しており、この漏
水対策計画を見込んだうえでも、４万ト
ン必要であるというダム計画となってい
ます。

67 Ｂ

ダムによって壊された自然はもとには戻
りません。私も実際に石木ダムに足を運
びましたがホタル飛び交うとてもすてき
な場所でした。どうか自然をこわさない
で下さい。

石木ダム建設事業は、地域住民の生命や
財産及び社会資本の保全を図るためにも
必要な事業であり、事業によって発生す
る効果は多大で、その公益性は極めて大
きなものがあります。このことを踏ま
え、条例アセスに基づき環境影響評価の
実施を行い、調査及び予測により影響を
受けると考えられる場合の環境保全措置
を検討した結果、事業の実施による環境
への影響は、実行可能な範囲内でできる
限り回避又は低減され、必要に応じその
他の方法により環境の保全についての配
慮が可能であると評価しています。

68 Ｂ
反対者の意見を大事にしてほしい。少数
意見を踏みつぶしてほしくない。

関係者からの意見については、住民説明
会等を通じて多数いただいています。

69 Ｂ
治水に対しても、１００年に１度の大雨
を想定しているが、非科学的であり無理
な資料づくりと思う。

長崎県の河川計画で対象とする洪水の規
模は、流域の社会的重要性、想定される
被害の実態、過去の災害の履歴、経済効
果、流域の将来像等を考慮して設定して
おり、川棚川の１／１００は妥当だと判
断しています。

70 Ｂ

佐世保市の人口予測では大きく増加と
なっているが、我々県民を馬鹿にした予
測です。長崎市や佐世保市の人口は減少
すれども、増加はしない。若い人は職を
求めて流出し、残った人は、低賃金で喘
ぎ、生まれてくる子供のための託児所、
保育園も不足しております。これでは子
供は産めないでしょう。

佐世保市の水需給計画は、将来の人口が
減少することを前提として策定していま
す。水需給計画については、平成１９年
度に佐世保市水道施設整備事業再評価を
実施し、不安定水源の解消及び水需要の
増加から一日４万トンの水源確保が必要
とされており、その内容については妥当
と判断しています。なお、算出について
は、「水道施設設計指針」に基づき施行
されており、妥当と判断しています。

71 Ｂ

１００年に１度の大雨（８０８ｍｍ／
ｈ）を想定しているが、ダムが必要とい
う場所（川棚町中心と石木川付近）だけ
に適用しております。川棚川の上流域に
その大雨があった場合は長崎水害を超え
る被害になる。想定のやり方は我田引水
だ。

川棚川水系河川整備基本方針における計
画の時間雨量は１１０ｍｍであり、流域
内に一様な雨が降った場合を想定してい
ます。
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番号 区分 意見の要旨 県の考え方

72 Ｂ

佐世保地区有収率が全国でも最低に近
い。（要するに１７％は漏れている。）
有収率を上げていけば水不足は起きな
い。自助努力しないで県及び国の金をダ
ムに使うのは許されない。

昭和４９年からこれまでに約１９０億円
を投じ約３８０ｋｍの老朽管布設替えを
実施し、有効率を８７．２％まで向上さ
せています。今後も有効率を９２％まで
向上させるように計画しており、この漏
水対策計画を見込んだうえでも、４万ト
ン必要であるというダム計画となってい
ます。

73 Ｂ
ダム中止にともなって発生する費用が、
ダム案は０億円でそれ以外は５９億円と
なっているが、この意味は何か。

ダムを中止した場合でも必要となる工事
や、維持管理費、さらに利水者である佐
世保市がすでに支払った負担費用分が必
要となり、その合計金額が５９億円とな
ります。

74 Ｂ

家が低い所にあるため、大雨の時が心配
になる。ダムで水をため洪水被害を軽減
してくれると思うので早く出来たらと
思ってます。

石木ダムは、川棚川の治水、佐世保市の
利水のために必要不可欠な事業であると
考えています。しかしながら、事業に反
対されている方もおり、残る地権者の
方々とは、今後とも継続して話し合いを
行い、ダムの必要性をご理解いただける
よう、誠心誠意取り組んでまいります。

75 Ｂ

佐世保市の水需要予測は、今後の下水道
の普及や核家族化による生活用水の増
加、大口需要や新規計画をいった営業用
水の増加を根拠としているが、産業構造
の変化（海外での企業活動の加速）、節
水機器の普及、県民所得の減少、観光産
業の恒常的な低迷、県外流出・少子化の
加速(人口減少）など総合的に勘案して
も今後、佐世保市の予測値１１．７万ｍ
３／日は明らかに過大な数値といわざる
を得ない。多く見ても約９万ｍ３／日が
妥当であろう。

利水計画については、平成１９年度に佐
世保市水道施設整備事業再評価を実施
し、不安定水源の解消及び水需要の増加
から一日４万トンの水源確保が必要とさ
れており、その内容については妥当と判
断しています。なお、算出については、
「水道施設設計指針」に基づき施行され
ており、妥当と判断しています。

76 Ｂ

Ｈ１９年の佐世保市水道の有収率８３．
６％は、「水不足」云々言う前に明らか
に漏水対策が不十分という結果がでてい
る。福岡市並の９５％にまで１０年で達
成できないことはない。最低でも９０％
を５年間で実施すれば安定的な供給が確
保できる。他自治体が出来たことが佐世
保市だけできない理由はどこにもない。
ダム建設を前提にしているから漏水対策
に力が入らないのではないか。したがっ
て、本気で漏水対策をやれば将来の需要
に何の問題も生じない。

昭和４９年からこれまでに約１９０億円
を投じ約３８０ｋｍの老朽管布設替えを
実施し、有効率を８７．２％まで向上さ
せています。今後も有効率を９２％まで
向上させるように計画しており、この漏
水対策計画を見込んだうえでも、４万ト
ン必要であるというダム計画となってい
ます。

77 Ｂ
古来「災害は忘れた頃にやって来る」と
か「備えあれば憂いなし」と言われてい
ます。

石木ダムは、川棚川の治水、佐世保市の
利水のために必要不可欠な事業であると
考えています。

12/20
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

78 Ｂ

「川の改修」や「住民の避難」により
「ダム不要論」があります。ところが、
自然の脅威は人智の及ばないところにあ
ります。

国土交通省から示された「ダム事業の検
証に係る検討に関する再評価実施要領細
目」に基づいて検証に係る検討を行った
結果、総合的に判断すると、代替案と比
較し現行計画案（石木ダム案）が優位と
評価しています。

79 Ｂ
近年、地球の温暖化が進み、想定外のゲ
リラ豪雨をはじめ、天候の片寄りが激し
いのです。

川棚川水系河川整備計画では、川棚川全
体の整備のあり方を定めており、その計
画目標は石木川合流点下流で1/100の安
全度を確保することとしています。

80 Ｂ

利水計画では、いずれも４万トンの確保
が前提となっているように思えるが、そ
もそも代替案で４万トンを必要とする理
由はないのでは。

利水計画については、平成１９年度に佐
世保市水道施設整備事業再評価を実施
し、不安定水源の解消及び水需要の増加
から一日４万トンの水源確保が必要とさ
れており、その内容については妥当と判
断しています。なお、算出については、
「水道施設設計指針」に基づき施行され
ており、妥当と判断しています。

81 Ｂ

代替案では、いずれも５９億円が必要と
なっているけれども、既に買い上げた土
地の活用によっては、逆にマイナスの数
値になり得るのでは。

既買収地の維持管理費は、現在、年間４
百万円が必要となっています。将来の土
地の利活用については不確定要素が多
く、ダム中止に伴う既買収地の維持管理
費の計上は妥当であると考えています。

82 Ｂ
海水淡水化案は現行の３倍以上となって
いるが、この資料の根拠は。

海水淡水化案については、パブリックコ
メント資料のP112に示すように、事業
費、維持管理費、施設更新費等について
は適正に積算しております。

83 Ｂ

下水を高度処理して再度活用する再生水
は、日々の生活にともなって排出される
下水が貴重な水資源に生まれ変わるだけ
に、地球温暖化に伴う渇水や人口が集中
する都市の水不足も問題を解決する第二
の水源として期待が高い。

再生水で必要量を確保することは現実的
ではないと判断しています。

84 Ｂ

佐世保市の場合、水道局の資料によれ
ば、当分は１万トンを造水できる装置を
作れば安定的に水を供給できるものと確
信する。

利水計画については、平成１９年度に佐
世保市水道施設整備事業再評価を実施
し、不安定水源の解消及び水需要の増加
から一日４万トンの水源確保が必要とさ
れており、その内容については妥当と判
断しています。なお、算出については、
「水道施設設計指針」に基づき施行され
ており、妥当と判断しています。

13/20
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

85 Ｂ

動物は移住させることは出来ても、そこ
で居付くことが出来るとは限らない。周
りに餌となる動植物が存在していなけれ
ばならないし、一定以上の量が確保され
ていなければならないからである。ま
た、子孫を絶やさないためには、子育て
が出来る環境も必要である。物によって
は、共存関係にある生き物を必要とする
ものもある。

環境への影響については、平成２０年２
月に環境影響評価を行っています。これ
に基づき事後調査を実施しており、事業
の実施段階に応じ専門家の指導・助言を
得ながら、具体的な内容を定めることと
しています。

86 Ｂ
環境調査は如何様になされたのであろう
か。

環境調査においては、平成５年より事業
実施区域とその周辺200m～500mの範囲
の現地調査と文献調査を行っており、平
成２０年２月に環境影響評価を実施して
います。その後も、学識経験者等の助言
を得ながら、継続して調査を実施してい
ます。

87 Ｂ
一日も早く事業の計画を断念してほし
い。

検証に際しては、国土交通省から示され
た「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」に従い検討した結
果、総合的に判断して、現行計画案の石
木ダム案が妥当であると判断していま
す。

88 Ｂ

３月６日の説明会で反対派の学識経験者
の主張は取り入れる必要のない意見と思
います。県は自信を持ってドンドン進め
てほしいと思っています。

国土交通省から示された「ダム事業の検
証に係る検討に関する再評価実施要領細
目」に基づいて検証に係る検討を行った
結果、総合的に判断すると、代替案と比
較し現行計画案（石木ダム案）が優位と
評価しています。

89 Ｂ

意見交換会で、専門家は、佐世保市の水
需要の将来予測は、事実に基づかない過
大な予測であり、現在の水資源でも、佐
世保市の水需要は充足できることを論証
した。石木ダム建設計画「実現性はな
い」と判断すべきである。

利水計画については、平成１９年度に佐
世保市水道施設整備事業再評価を実施
し、不安定水源の解消及び水需要の増加
から一日４万トンの水源確保が必要とさ
れており、その内容については妥当と判
断しています。なお、算出については、
「水道施設設計指針」に基づき施行され
ており、妥当と判断しています。

90 Ｂ
ダム以外の治水案や利水案を早急に考え
ていくべきだと思います。

今回の検証において、複数の治水、利水
の代替案について検討を行っており、国
土交通省から示された「ダム事業の検証
に係る検討に関する再評価実施要領細
目」に基づいて検証に係る検討を行った
結果、総合的に判断すると、代替案と比
較し現行計画案（石木ダム案）が優位と
評価しています。
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

91 Ｄ

「人口減、漏水率の向上、節水機器の普
及」等々で、これ以上の水需要は見込め
ないと考えている。石木ダムの建設は、
中止すべきである。それでもなお水が必
要だと主張されるのであれば、佐世保市
は県域を越え、すぐ隣の佐賀県有田町や
鹿島市などとの広域化を考えてもいいの
ではないだろうか。

佐賀県と協議をした経緯がありますが、
余剰水がありませんでした。

92 Ｂ

川棚川の治水対策は、石木ダムでの効果
はほとんどなく、堤防の嵩上げや河床掘
削などの河道整備に力を入れるべきで
す。

堤防の嵩上げや河床掘削などの河道整備
を含めた代替案を検討した結果、現行計
画案の石木ダム案が優位であると判断し
ています。

93 Ｂ
佐世保市の水はほぼ足りており、わざわ
ざ隣町にダムを造ってまで、新たな水源
確保の必要性はありません。

佐世保市は、過去20年間に水不足の心
配がなかったのは９年で、残り11年は
渇水の危機に瀕し、うち３回は給水制限
を実施しており、水が不足しています。
利水計画については、平成１９年度に佐
世保市水道施設整備事業再評価を実施
し、不安定水源の解消及び水需要の増加
から一日４万トンの水源確保が必要とさ
れています。なお、県北地域一帯で、１
９箇所のダムの適地調査を行いました
が、岩盤の亀裂や地すべり等から、石木
ダムの他に、必要な水量を確保できる適
地はありませんでした。

94 Ｂ

環境面でも、ダムは生態系に大きなダ
メージを与え、大村湾の環境も悪化さ
せ、漁業への影響も予測されます。これ
以上自然を壊してはいけません。

佐世保市への年間取水量は約1,460万ト
ンであり、大村湾への他河川から流入す
る量等（約141,920万トン／年間）を考
慮すると、佐世保市への送水量は大村湾
への総流入量の約１％となり、大村湾へ
の影響は小さいと考えています。

95 Ｂ
石木ダム建設事業の検証結果について
は、妥当であると思います。

国土交通省から示された「ダム事業の検
証に係る検討に関する再評価実施要領細
目」に基づいて検証に係る検討を行った
結果、総合的に判断すると、代替案と比
較し現行計画案（石木ダム案）が優位と
評価しています。

96 Ｂ
佐世保市民は石木ダムの早期完成を待ち
望んでいます。

佐世保市は、２年に１回節水ＰＲを行う
など、幾度となく渇水の危機に瀕してい
ることから、早急な対策が望まれていま
す。石木ダムは、川棚川の治水、佐世保
市の利水のために必要不可欠な事業であ
り、事業の必要性のご理解が得られるよ
う、誠心誠意対応していきます。
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

97 Ｂ
ダムを造るよりも河川の護岸工事や堤防
のかさ上げ工事が重要であることは明ら
かです。

堤防の嵩上げや河床掘削などの河道整備
を含めた代替案を検討した結果、現行計
画案の石木ダム案が優位であると判断し
ています。

98 Ｂ

抜本的な水源確保の方法として、石木ダ
ムを水源とし取水を行う現行計画が、最
も、経済的で妥当な選択である。１県民
として事業の早期完成を願うものであ
る。

佐世保市は、２年に１回節水ＰＲを行う
など、幾度となく渇水の危機に瀕してい
ることから、早急な対策が望まれていま
す。石木ダムは、川棚川の治水、佐世保
市の利水のために必要不可欠な事業であ
り、事業の必要性のご理解が得られるよ
う、誠心誠意対応していきます。

99 Ｂ

治水については、指摘されているように
石木ダムの効果は極めて限定的であると
思われる。基本高水の過大設定が全国各
地のダム計画で指摘されているが、石木
ダムにおいても洪水実績から乖離した前
提が指摘されている。石木ダムに期待す
るあまり、川棚川の河床掘削など治水上
必要な事業がなされていないと思われ
る。

計画規模については、川棚川水系河川整
備計画において、過去の実績降雨、県内
の整備規模等を総合的に評価して、
1/100が妥当とされています。石木ダム
は、1/100の降雨に対して、毎秒280ﾄﾝ
の流入量のうち220トンをダムで溜める
ことで、既設野々川ダムと合わせて、基
準地点である山道橋地点の基本高水流量
毎秒1400トンを1130トンまで低減する
ことにより、石木川合流点より下流の川
棚町市街地の洪水被害を軽減する効果が
あります。なお、川棚川の石木川合流点
下流は、河川整備計画に基づいて、ほぼ
整備されています。

100 Ｂ

環境については、たとえば植物の移植実
験についても最低５年の追跡が必要など
の指摘があり、環境影響の検討が不十分
である。

移植となった場合には、移植先について
まず調査を行い、それについて専門家の
方にも見ていただき、その後移植を行
い、現在モニタリングをやっているよう
な状況ですので、それぞれの専門家の方
と協議しながら、今後もできるだけ影響
が少ないような対策を講じていきたいと
考えております。

101 Ｂ

・佐世保市は目標有収率を８７．７％と
しているが、余りにも低い水準です。佐
世保市水道の最も大きな問題は漏水が多
いことにより有収率が低いことにありま
す。有収率を２０１７年度までにせめて
９０％まで改善することは、大規模水道
事業体の３分の２が既に達成しているこ
とであるから、佐世保市水道に出来ない
わけがありません。
・有収率を２０１７年度までにせめて９
０％まで改善すること、その後に９５％
を目標に漏水対策を進めることが佐世保
市水道の責務です。

佐世保市は、昭和４９年からこれまでに
約１９０億円を投じ約３８０ｋｍの老朽
管布設替えを実施し、有効率を８７％ま
で向上させています。今後も有効率を９
２％まで向上させるように計画してお
り、この漏水対策計画を見込んだうえで
も、一日４万トン必要であるというダム
計画となっております。その後も、有効
率の向上に努めていくと聞いています。
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○提出された意見の要旨及び県の考え方
番号 区分 意見の要旨 県の考え方

102 Ｂ

毎日の配水量の変動幅が縮小の方向にあ
り、負荷率は上昇傾向にあるので、それ
を踏まえた予測を行うべきです。佐世保
市の採用値８０．３％は低すぎます。最
近１０年間の最小値をとれば８１．
７％、大阪府の予測のように最近５年間
の最小値をとれば、８５．７％まで上昇
することになります。

利水計画については、平成１９年度に佐
世保市水道施設整備事業再評価を実施
し、不安定水源の解消及び水需要の増加
から一日４万トンの水源確保が必要とさ
れており、その内容については妥当と判
断しています。なお、算出については、
「水道施設設計指針」に基づき施行され
ており、妥当と判断しています。

103 Ｂ

漏水防止対策に努め、配水量変動幅縮小
の傾向を踏まえた予測を行うと次のよう
になります(利用量率は９７％としま
す）。
　有収率９０％、負荷率８５．７％の場
合は、８５，８００立米／日
　有収率９５％、負荷率８５．７％の場
合は、８１，３００立米／日
佐世保市の予測値１１７，０００立米／
日よりも、３１，０００～３５，０００
立米／日も小さい値になります。また、
佐世保市水道の実質安定水源９８，００
０立米／日に対して、この予測値は１
１，０００～１７，０００立米／日以上
低い値になり、石木ダムがなくても水源
には十分な余裕が生まれます。

佐世保市は、平成１９年度に佐世保市水
道施設整備事業再評価を実施し、
・平成２９年度の有効率の目標を９２％
　　　　　（有収率ではない）
・利用量率は９５％
・負荷率は、８０．３％
と設定したうえで、不安定水源の解消及
び水需要の増加から一日４万トンの水源
確保が必要とされており、その内容につ
いては妥当と判断しています。なお、算
出については、「水道施設設計指針」に
基づき施行されており、妥当と判断して
います。

104 Ｂ

実際に漏水率が９０％であったならば、
２００７年（平成１９年）度の減圧給水
は回避できていたのであって、漏水防止
対策の意味は大きいものがあります。

佐世保市は、昭和４９年以降、これまで
に約１９０億円を費やした漏水対策によ
り、有効率を７８％から８７％まで改善
しています。今後も有効率を９２％まで
向上させるように計画しています。な
お、文中の「漏水率」は「有収率」のこ
とだと思われますが、平成１９年の渇水
（最低貯水率５３．５％）の時に、仮
に、有収率を９０％にした場合のシュミ
レーションを行った結果、貯水率は最低
で約６０％となり、当時、佐世保市は、
貯水率約６５％で渇水対策会議を設置し
て給水制限の準備に入っていたことを勘
案すると、給水制限は免れなかったと推
測されます。

105 Ｂ

佐世保市水道は今や必要性がなくなった
石木ダムに水源を求めるのではなく、漏
水防止対策に力を注いで、失われている
足下の水源確保に努めるべきです。

佐世保市は、昭和４９年以降、これまで
に約１９０億円を費やした漏水対策によ
り、有効率を７８％から８７％まで改善
しています。今後も漏水対策を実施し、
平成２９年度までに有効率を９２％まで
向上させることとしています。
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106 Ｅ
受益者の佐世保市民でなく、長年そこに
住む地権者が反対している。

受益者で反対の方がいる一方、地権者の
約８割の方々には賛成していただいてお
ります。また、石木ダムは、川棚川の治
水、佐世保市の利水のために必要不可欠
な事業であり、事業の必要性のご理解が
得られるよう、誠心誠意対応していきま
す。

107 Ｂ
計画はまず事業ありきで計画された旧来
型の公共事業。その必要性の根拠が過大
なもの。

ダム計画は、平成１９年度の川棚川水系
河川整備計画及び佐世保市水道施設整備
事業再評価において根拠と妥当性が認め
られています。

108 Ｂ

人口減少に転じた日本、とりわけ長崎県
の人口減少率は大きい中、今後の水の需
要の大幅な増大の可能性は少なく、むし
ろエコな活動、節水社会の構築で十分対
応可能。

佐世保市の人口は減少傾向にあり、水需
要予測でもそのように予測しておりま
す。人口の減少や節水機器の普及に伴う
水需要の減少と、世帯分化や下水道の普
及に伴う水需要の増加をそれぞれ要因別
に分析し、生活用水の水需要は増加する
ものと推計しております。なお、佐世保
市は、現在でも、類似都市と比べトップ
レベルの節水都市であります。

109 Ｂ

自然災害を１００％防ぐことは不可能。
これを想定した人工物を作ることは膨大
な費用と資源が必要。自然との共生が可
能な防災計画が必要。

河川の改修にあたっては、費用対効果を
ふまえ実施しているところです。長崎県
においては、ハード対策のみならず、早
期避難に有効なハザードマップ配布等の
ソフト対策も行っています。

110 Ｂ
費用対効果が見込めない。よって緊急性
を持って事業を推進するものではない。

現行計画案の石木ダム案は費用対効果が
見込めると判断しており、治水、利水の
面から必要不可欠であると考えていま
す。

111 Ｂ

本検証（案）は、国が示したルールによ
り現行計画（石木ダム）も含め幅広く代
替案の検討と評価が公平になされてお
り、それぞれの長所、短所が明確に示さ
れ、非常に理解しやすくよくまとめられ
ていると思います。今回の検証結果を見
る限り、現行計画（石木ダム）が客観的
に妥当性・優位性が立証されたとも言え
るのではないかと思います。

国土交通省から示された「ダム事業の検
証に係る検討に関する再評価実施要領細
目」に基づいて検証に係る検討を行った
結果、総合的に判断すると、代替案と比
較し現行計画案（石木ダム案）が優位と
評価しています。
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第１回検討の場で、佐世保市が回答し
た、必要な開発量日量４万トンを適切妥
当なものと、あっさりと結論付けまし
た。最大の問題でした。その後の代替案
も日量４万トンが基準になるわけですか
ら、本来ならもっと多様な水資源確保の
可能性も条件を踏みつぶしてしまいまし
た。平成19年再評価委員会のデータを
根拠にしているとのことです。その予測
値はすでに実績値で検証されています。
そのかい離は広がるばかりです。すでに
示された実績値予測値とのかい離は許容
範囲と考えておられるのかどうか。どの
程度のかい離だったらその予測値は誤り
と判断するのか、その基準をご教示して
ください。なぜ誤りが検証されたのに、
「適切妥当なもの」と言えるのでしょう
か。１日最大配水量を基準に必要開発量
にしています。１日平均配水量を負荷率
で割戻してその数値が算出されます。１
日平均配水量数値が大きければ大きいほ
ど、負荷率数値が小さければ小さいほ
ど、１日最大配水量、すなわち必要開発
量が大きくなります。したがって、1日
最大配水量を適切妥当なものにするため
には、１日平均配水量、負荷率の数値が
より正確に設定されることが求められま
す。そこでお聞きします。１日平均配水
量の内訳となる、生活用水の問題です。
人口とその一人当たりの使用量が左右し
ます。人口の推移の根拠妥当性はどのよ
うに検証されたのか。生活用原単位を平
成18年実績値193リットルから221リッ
トルに増加すると設定してあります。そ
の根拠はどこにあるのでしょうか。ちな
みに過去のデータを見ても生活用原水は
188リットルから最高196リットル（平
成14年度）に過ぎません。

112

佐世保市は、平成１９年度に佐世保市水
道施設整備事業再評価を実施しておりま
す。水需要予測については、今後、人口
の減少や節水機器の普及に伴う水需要の
減少と、世帯分化や下水道の普及に伴う
水需要の増加をそれぞれ要因別に分析
し、生活用水の水需要は増加するものと
推計しており、これらの算出にあたって
は、「水道施設設計指針」に基づき施行
されており、妥当であると判断していま
す。なお、直近の再評価における予測時
とその後の実績との間に乖離が生じてい
ることは把握していますが、これはリー
マンショックを契機とした全国的な経済
不況の影響や、平成１９年末頃からの渇
水の影響が出ているものと考えており、
これら一時的な減少要因が解消されるこ
とも踏まえて水需給計画を考える必要が
あります。

Ｂ
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113 Ｂ

工業用水が、約２・５倍に増加するとし
ています。その検証はどうされたので
しょうか。ちなみに過去佐世保市の総合
計画（市のもっとも重要な計画文書）に
おける工業出荷額と実績の関係を紹介し
ます。昭和55年度計画では目標5798億
に対し、実績1746億、達成率30％と
なっています。平成４年計画では、目標
4954億に対し、実績は1437億、達成率
29％に過ぎません。平成9年計画では、
目標3070億に対し、1381億、達成率は
44.9％にとどまっています。平成19年
度における目標2000億に対し、実績
1604億、達成率80％となっています。
総括的に分析しますと、ただの1回も目
標に達したことはありませんでした。昭
和55年には1746億もの実績があった
が、平成19年度実績は1604億と拡大ど
ころか縮小しています。これらの分析な
ど検証されるべきだと思うのですが、さ
れたのでしょうか。とてもあと6年かそ
こらで、佐世保市における工業発展が
2・５倍化するとは考えにくいといわな
くてはなりません。

佐世保市は、平成１９年度に佐世保市水
道施設整備事業再評価を実施しておりま
す。工場用水の予測については、時系列
傾向分析（平均増減数法、平均増減率
法、修正指数曲線法、べき曲線法、ロジ
スティック曲線法）により予測を行った
ところ、相関が悪かったため、大口需
要、小口需要それぞれの過去２０年間実
績のうち２番目に大きい量（１／１０確
率）を計画値とし、これに新規の需要分
を別途加算して設定されており、妥当で
あると判断しています。

114 Ｂ

結局、1日最大配水量は実体よりも高め
に数値が設定されていると考えるのが妥
当だと思いますがそうではありません
か。

佐世保市は、平成１９年度に佐世保市水
道施設整備事業再評価を実施しており、
数値の算出にあたっては、「水道施設設
計指針」に基づき施行されており、妥当
であると判断しています。

115 Ｂ

1日最大配水量を算出するために使用さ
れる負荷率も80.3％を使っています。過
去実績値としてただの一度も80.3％の記
録はありません。直近は90％です。1日
最大配水量を高くするために意図的に用
いられている低い数値ではありません
か。なぜ80.2％にこだわる理由は何なの
ですか。

負荷率は、最大のピーク時にも水の供給
対応できることが必要であるため、過去
の実績から計画値を設定しており、妥当
であると判断しています。

116 Ｂ

水利権の転用や可能性についても真剣な
検討がなされていません。例えば佐々川
の水利権者とその取水実績、それに伴う
水利権者への意向徴収や今後の見通しな
ど検証・検討の痕跡を見つけることはで
きません。これらはどうなっているので
しょうか。

県北地域の中で遊休的な水利権として新
たな水利権が設定できるような河川はあ
りません。
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